
 
 

関 原 発 第 ２ ０ ４ 号 

２０２１年 ７月 １日 

 

 

  原子力規制委員会 殿 

 

 

大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

関西電力株式会社         

執行役社長  森 本  孝  

 

高浜発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項の規定に基

づき、下記のとおり高浜発電所原子炉施設保安規定の変更認可を申請いたします。 

 

記 

 

１．変更の内容 

昭和49年 1月 5日付 48原第10805号をもって認可を受け、 

昭和49年 8月20日付 49原第 6869号、 昭和49年10月30日付 49原第 9439号、 

昭和50年10月31日付 50原第 9180号、 昭和50年11月26日付 50原第 9544号、 

昭和51年 9月27日付 51安(原規)第 96号、 昭和52年 3月29日付 52安(原規)第 99号、 

昭和52年 5月31日付 52安(原規)第129号、 昭和53年11月13日付 53安(原規)第231号、 

昭和54年 6月15日付 54資庁第 7054号、 昭和54年 6月22日付 54資庁第 8354号、 

昭和54年 9月10日付 54資庁第11646号、 昭和54年10月31日付 54資庁第13177号、 

昭和55年 5月12日付 54資庁第16381号、 昭和55年10月 8日付 55資庁第11342号、 

昭和56年 6月19日付 56資庁第 8317号、 昭和56年 8月20日付 56資庁第10448号、 

昭和57年 1月26日付 56資庁第17611号、 昭和57年 6月22日付 57資庁第10603号、 

昭和58年 2月10日付 57資庁第19486号、 昭和59年 2月28日付 58資庁第19992号、 

昭和59年 8月17日付 59資庁第10192号、 昭和60年 1月16日付 59資庁第17852号、 

昭和60年 2月21日付 60資庁第  979号、 昭和61年 6月26日付 61資庁第 8871号、 

昭和63年 2月23日付 62資庁第16336号、 昭和63年 7月14日付 63資庁第 7655号、 

平成元年 3月31日付 元資庁第 3502号、 平成元年 7月27日付 元資庁第 8414号、 

平成 2年 3月23日付  2資庁第 1878号、 平成 4年 5月21日付  4資庁第 6154号、 

平成 5年 1月13日付  4資庁第12580号、 平成 5年 5月31日付  5資庁第 5098号、 

平成 5年 6月25日付  5資庁第 7613号、 平成 5年10月27日付  5資庁第11639号、 

平成 6年 4月27日付  6資庁第 4697号、 平成 6年 6月24日付  6資庁第 7494号、 

平成 7年 1月20日付  6資庁第14300号、 平成 7年 4月13日付  7資庁第 2127号、 

平成 7年10月 6日付  7資庁第11058号、 平成 8年 1月17日付  7資庁第14350号、 

平成 8年 8月15日付  8資庁第 8446号、 平成 9年 1月31日付  8資庁第12744号、 

平成 9年 9月11日付 平成09･07･31資第15号、 平成 9年11月28日付 平成09･11･10資第16号、 
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平成10年 6月25日付 平成10･06･22資第14号、 平成10年12月17日付 平成10･12･01資第17号、 

平成11年 9月 7日付 平成11･08･16資第 2号、 平成12年 3月 8日付 平成12･01･31資第 1号、 

平成12年 6月26日付 平成12･06･12資第10号、 平成13年 1月 5日付 平成12･08･03資第 5号、 

平成13年 2月23日付 平成13･02･15原第18号、 平成13年 3月30日付 平成13･03･23原第12号、 

平成13年11月 5日付 平成13･09･28原第41号、 平成14年 3月 8日付 平成14･02･07原第11号、 

平成14年 8月28日付 平成14･07･12原第11号、 平成14年10月22日付 平成14･09･20原第 7号、 

平成15年 5月15日付 平成15･04･22原第 6号、 平成15年 6月20日付 平成15･06･09原第18号、 

平成15年 9月18日付 平成15･08･28原第 9号、 平成16年 5月13日付 平成15･12･19原第38号、 

平成16年 6月16日付 平成16･06･07原第11号、 平成16年11月17日付 平成16･09･24原第25号、 

平成17年 1月24日付 平成16･12･09原第  5号、 平成17年 4月11日付 平成17･03･17原第  8号、 

平成17年 7月20日付 平成17･07･04原第22号、 平成18年 2月22日付 平成18･01･31原第15号、 

平成18年 4月21日付 平成18･04･14原第 3号、 平成18年 9月 8日付 平成18･08･24原第11号、 

平成18年11月28日付 平成18･11･02原第 2号、 平成19年 3月15日付 平成19･02･16原第16号、 

平成19年 4月11日付 平成19･03･23原第 4号、 平成19年 5月25日付 平成19･05･08原第26号、 

平成19年 6月26日付 平成19･06･08原第136号、 平成19年12月13日付 平成19･09･28原第32号、 

平成19年12月13日付 平成19･11･30原第23号、 平成20年 6月18日付 平成20･05･20原第10号、 

平成20年 8月22日付 平成20･07･11原第13号、 平成20年10月 7日付 平成20･09･16原第18号、 

平成20年12月12日付 平成20･10･31原第 2号、 平成21年 3月25日付 平成21･03･03原第23号、 

平成22年 2月10日付 平成22･01･06原第13号、 平成22年 2月19日付 平成22･02･15原第 5号、 

平成22年 5月31日付 平成22･05･18原第12号、 平成22年 6月25日付 平成22･06･10原第 2号、 

平成22年10月 7日付 平成22･09･03原第 2号、 平成23年 5月 6日付 平成23･04･04原第34号、 

平成23年 5月11日付 平成23･04･20原第 2号、 平成24年 9月 6日付 20l208l5原第21号、 

平成25年 3月25日付 原管P収第121221002号、 平成26年 6月 9日付 原規規発第1406096号、 

平成26年11月12日付 原規規発第1411121号、 平成27年 4月 8日付 原規規発第1504085号、 

平成27年 6月12日付 原規規発第1506128号、 平成27年 9月18日付 原規規発第1509184号、 

平成27年10月 9日付 原規規発第1510092号、 平成27年11月18日付 原規規発第1511182号、 

平成27年11月18日付 原規規発第1511183号、 平成28年 3月24日付 原規規発第16032414号、 

平成28年 6月20日付 原規規発第1606204号、 平成29年 2月 8日付 原規規発第1702087号、 

平成29年 6月26日付 原規規発第1706265号、 平成29年 8月15日付 原規規発第1708154号、 

平成30年 3月19日付 原規規発第1803193号、 

平成30年 6月26日付 原規規発第1806265号、 

平成30年 5月11日付 原規規発第1805112号、 

平成30年12月17日付 原規規発第1812176号、 

平成31年 1月31日付 原規規発第1901311号、 令和元年 6月21日付 原規規発第19062110号、 

令和元年 7月 1日付 原規規発第1907017号、 令和元年 9月24日付 原規規発第1909247号、 

令和 2年 1月16日付 原規規発第2001168号、 令和 2年 3月30日付 原規規発第20033018号、 

令和 2年 5月26日付 原規規発第2005262号、 令和 2年 6月19日付 原規規発第2006192号、 

令和 2年 9月24日付 原規規発第2009241号、 令和 2年10月 7日付 原規規発第20100714号、 

令和 3年 2月15日付 原規規発第2102151号、 令和 3年 2月19日付 原規規発第2102193号及び 

令和 3年 6月 4日付 原規規発第2106044号  

記述を、別添の高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表の変更後欄のとおり変更す

る（ただし、変更箇所を示す記載は含まない）。 

  

で変更認可を受けた高浜発電所原子炉施設保安規定の 
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２．変更の理由 

（１）大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴う変更 

大山生竹テフラの噴出規模の見直しに伴い、火山影響等発生時の対応に係る記載を変更

する。 

 

３．施行期日 

この規定は、大山生竹テフラの噴出規模の見直しに係る必要な手続きの完了日以降に施行

する。 

 

以 上 
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別 添 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

 

 

4



高
浜
発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規

定
変
更
前
後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更

前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 

  

 

附
 
則
（
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
平

成
２
６
原
安
防
通
達
第
３
号
－
 
 
）
 

（
施
行
期
日
）
 

第
 
１
 
条
 

こ
の
通
達
は
、
大
山
生

竹
テ
フ
ラ
の
噴

出
規
模
の
見
直
し
に
係
る
必
要
な
手
続
き
の
完
了
日

以
降
に
適
用
す

る
。
 

こ
の
規
定
は
、
原
子
力
規
制
委

員
会

の
認

可
を

受
け

た
日

を

改
正

日
と
す
る
。
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高
浜
発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規

定
変
更
前
後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更

前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

        

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢
水
、

火
山
影
響

等
、
自
然
災
害
 

お
よ

び
有

毒
ガ
ス
発

生
時
の
対

応
に

係
る

実
施
基
準
 

（
第
１
８

条
、
第
１
８

条
の
２
、

第
１

８
条
の
２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お
よ

び
第
１
８
条

の
３
の
２
関
連

）
 

                 

 

        

添
付
２
 

火
災
、

内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
、
自
然
災
害
 

お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
 

（
第
１
８
条
、
第
１
８
条
の
２
、
第
１
８
条
の
２
の
２
、
第
１
８
条
の
３
お
よ
び

第
１
８
条
の

３
の
２
関
連

）
 

               

 

 変
更
な
し
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高
浜
発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規

定
変
更
前
後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

 

変
更

前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 

（
中

略
）
 

 

３
 
火
山
影
響
等

、
降

雪
お
よ

び
地
滑
り

※
１
発

生
時
 

安
全
・
防

災
室
長
は
、
火
山
影
響

等
、
降

雪
お

よ
び
地

滑
り

発
生
時
に

お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全

の
た

め
の
活
動
を

行
う

体
制
の
整

備
と

し
て
、
次

の
３
．
１
項
か
ら

３
．
４

項
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の

承
認
を
得
る
。
ま
た

、
各
課
（

室
）
長

は
、
計
画
に

基
づ
き
、
火

山
影

響
等
、
降
雪
お
よ
び
地
滑
り

発
生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行
う

た
め

に
必
要

な
体

制
お
よ
び

手
順

の
整

備
を

実
施

す
る
。
 

※
１

：
地
滑

り
は
２

号
炉
の
み
に

適
用
す

る
。

以
下
、
同
様

と
す
る
。
 

 ３
．

１
 要

員
の
配
置
 

(1
) 

所
長

は
、

災
害
（

原
子

力
災

害
を
除
く

。
）
が
発
生
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
ま
た
は
発
生
し
た

場
合

に
備
え

、
必

要
な
要
員

を
配

置
す
る

。
 

(2
) 

所
長

は
、

原
子
力

災
害

が
発

生
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場

合
ま
た
は
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
第
１

２
１

条
に
定

め
る

必
要
な
要

員
を

配
置
す

る
。

 

ま
た
、
所

長
は
、
降
灰

予
報
等

に
よ

り
高

浜
町
へ
の

多
量
の

降
灰

が
予
想
さ
れ

る
場
合
、
社
内
標

準
に

定
め
る
組

織
の
要
員
を

召
集

し
て
活

動
す
る
。
 

 
な

お
、
休
日
、
時
間
外
（
夜

間
）
に
お
い

て
は
、
第

１
３

条
に
定
め
る
重
大
事
故
等
の
対
応
を
行

う
要

員
を
活

用
す

る
。
 

 ３
．

２
 教

育
訓
練
の

実
施

 

(
1)
 
安
全
・
防
災

室
長

は
、
全

所
員
に
対
し

て
、
火
山
影
響

等
、
積

雪
お
よ
び
地
滑
り
発
生
時
に
対
す
る

運
用

管
理

に
関
す
る
教

育
訓
練

を
定

期
的

に
実
施
す

る
。
 

(
2)
 
発

電
室
長

は
、

運
転
員

に
対

し
て
、
火

山
影

響
等

お
よ

び
地

滑
り
発
生
時
の
運
転
操
作
等

に
係
る

手
順

に
関

す
る
教
育
訓

練
を
定

期
的

に
実

施
す
る

。
 

(
3)
 
各
課
（

室
）
長

は
、
各

課
員

に
対
し
て

、
火

山
影
響

等
、
積
雪
お
よ
び
地
滑
り
発
生

時
に
対
す
る
運

用
管

理
に

関
す
る
教
育

訓
練
な

ら
び

に
火

山
事
象
、
積

雪
お

よ
び
地
滑
り
よ
り
防
護
す
べ
き
施
設
の

施
設

管
理

、
点
検
に
関

す
る
教

育
訓

練
を

定
期
的
に

実
施
す

る
。

 

(
4)
 
安
全
・
防
災

室
長

は
、
緊

急
安
全
対
策

要
員

に
対
し

て
、
そ
の

役
割
に
応
じ
て
、
火
山
影
響
等
発
生

時
の

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
機

能
を

維
持

す
る

た
め

の
対

策
お

よ
び

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
防

止

す
る

た
め

の
対
策
等
に

関
す
る

教
育

訓
練

を
定
期
的

に
実
施

す
る

。
 

 ３
．

３
 資

機
材
の
配
備
 

(1
) 

所
長

室
長

は
、
降

下
火

砕
物

の
除
去
等

の
屋
外
作
業
時

に
使
用
す
る
道
具
や
防
護
具
等
を
配
備
す

る
。
 

(2
) 

各
課

（
室

）
長
は

、
火

山
影

響
等
発
生

時
に
お
け
る
原

子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う

た
め
に

必
要
な

デ
ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
用

の
着

脱
可

能
な

フ
ィ

ル
タ

（
3
00
メ

ッ
シ
ュ
）

そ
の
他

の
必

要
な

資
機

材
を
配
備

す
る
。
 

 ３
．
４
 手

順
書
の
整

備
 

(
1)
 
各
課
（
室
）
長
（

当
直
課

長
を

除
く
。
）
は
、
火
山
影

響
等
、
降

雪
お
よ
び
地
滑
り
発
生
時
に
お
け

る
原

子
炉
施

設
の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う
た

め
に
必

要
な
体

制
の

整
備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す
る

こ
と

を
社
内
標

準
に

定
め
る

。
 

 

（
中

略
）
 

 

３
 
火
山
影
響
等
、
降
雪
お
よ
び

地
滑
り

※
１
発
生

時
 

安
全
・
防
災

室
長
は
、
火
山
影
響
等
、
降
雪

お
よ
び
地
滑
り
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の

た

め
の

活
動
を
行
う
体
制
の
整
備

と
し
て
、
次

の
３
．
１
項
か
ら
３
．
４
項

を
含
む
計
画
を

策
定
し
、
所
長
の

承
認

を
得
る
。
ま
た
、
各
課
（
室
）
長
は
、
計
画
に
基
づ
き
、
火
山
影
響
等
、
降
雪
お
よ
び
地
滑
り
発
生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全
の

た
め

の
活
動

を
行
う

た
め

に
必

要
な

体
制
お

よ
び

手
順

の
整
備

を
実

施

す
る

。
 

※
１
：
地
滑
り
は
２
号

炉
の
み
に
適
用
す
る
。
以
下

、
同
様
と
す

る
。
 

 ３
．
１
 
要
員
の

配
置
 

(1
) 

所
長
は
、
災
害
（
原
子
力
災
害
を
除

く
。

）
が
発
生
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
ま
た
は
発
生
し
た

場
合
に
備
え
、
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
。
 

(2
) 

所
長
は
、
原
子
力
災
害
が
発
生
す
る

お
そ

れ
が
あ
る
場

合
ま
た
は
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
第
１

２
１
条
に
定
め
る
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
。
 

ま
た
、
所
長
は
、
降
灰
予
報
等
に
よ
り
高
浜
町
へ
の

多
量
の
降
灰
が
予
想
さ
れ
る

場
合
、
社
内
標

準
に
定
め
る
組
織
の
要
員
を
召
集
し
て
活
動
す
る
。
 

 
な
お
、
休
日
、
時

間
外
（
夜
間
）
に

お
い
て
は
、
第
１
３

条
に
定
め
る
重
大
事
故
等
の
対
応
を
行

う
要

員
を
活
用
す
る
。
 

 ３
．
２
 
教
育
訓

練
の
実
施
 

(
1)
 安

全
・
防
災
室
長
は

、
全
所
員
に
対

し
て
、
火
山
影
響
等

、
積
雪
お
よ
び
地
滑
り
発
生
時
に
対
す
る

運
用
管
理
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期

的
に
実
施
す
る
。
 

(
2)
 
発
電
室
長
は
、
運
転
員
に
対
し
て

、
火
山
影
響
等
お
よ
び
地
滑
り
発
生

時
の
運
転
操
作
等
に
係
る

手
順
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に

実
施
す
る
。
 

(
3)
 各

課
（
室
）
長
は
、
各
課
員
に
対
し
て
、
火
山
影
響
等
、
積

雪
お
よ
び
地

滑
り
発
生
時

に
対
す
る
運

用
管
理
に
関
す
る
教
育
訓
練
な
ら
び
に

火
山
事
象
、
積
雪
お

よ
び
地
滑
り
よ
り
防
護
す
べ
き
施
設
の

施
設
管
理
、
点
検
に
関
す
る
教
育
訓
練

を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

(
4)
 安

全
・
防
災
室
長
は

、
緊
急
安
全
対

策
要
員
に
対
し
て
、
そ
の
役
割
に
応

じ
て
、
火
山
影
響
等
発
生

時
の

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
の

機
能

を
維

持
す

る
た

め
の

対
策

お
よ

び
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る
た
め
の
対
策
等
に
関
す
る
教
育
訓

練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

 ３
．
３
 
資
機
材

の
配
備
 

(1
) 

所
長
室
長
は
、
降
下
火
砕
物
の
除
去

等
の

屋
外
作
業
時

に
使
用
す
る
道
具
や
防
護
具
等
を
配
備
す

る
。
 

(2
) 

各
課
（
室
）
長
は
、
火
山
影
響
等
発

生
時

に
お
け
る
原

子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う

た
め
に
必

要
な
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

用
の
着

脱
可

能
な
フ
ィ

ル
タ

（
3
00
メ
ッ
シ

ュ
）
そ

の
他

の
必

要
な
資
機
材

を
配
備
す
る
。
 

 ３
．
４
 手

順
書
の
整
備
 

(
1)
 各

課
（

室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
火
山
影
響
等
、
降
雪

お
よ
び
地
滑
り
発
生
時
に
お

け

る
原
子

炉
施

設
の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う
た
め

に
必
要

な
体

制
の

整
備
と

し
て

、
以

下
の
活

動

を
実
施
す
る
こ
と
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

 変
更
な
し
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高
浜
発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規

定
変
更
前
後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

 

変
更

前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 ａ
．

降
下
火

砕
物

の
侵
入
防
止

 

当
直

課
長

は
、
外
気
取
入

口
に

設
置
し
て

い
る
平

型
フ
ィ

ル
タ
の
差
圧

確
認
、
外
気
取
入
ダ
ン

パ
の

閉
止
、
換

気
空
調

設
備

の
停

止
ま
た

は
閉

回
路
循
環

運
転

に
よ
る
建
屋
内
へ
の
降
下
火
砕
物

の
侵

入
防
止

を
実
施

す
る
。
 

ｂ
．

降
下
火

砕
物

お
よ
び
積
雪

の
除
去
作

業
 

(
a)
 
各
課
（
室
）
長
は
、
降
灰

が
確

認
さ

れ
た
場
合

は
、
施

設
の
機
能

に
影
響
が
及
ば
な
い
よ
う
、

換
気

空
調
設

備
の

フ
ィ
ル
タ

の
清

掃
や
取
替

え
、
水

循
環
系

の
ス

ト
レ
ー
ナ
洗
浄

作
業
、
開
閉

所
設

備
の
碍

子
洗

浄
作
業
を

実
施

す
る
。

 

(
b)
 
各
課
（
室
）
長

は
、
降
下

火
砕
物
の

堆
積

が
確
認
さ
れ

た
場
合
は
、
降
下
火
砕
物
よ
り
防

護
す

べ
き

屋
外
の

施
設

、
な

ら
び

に
降

下
火
砕

物
よ

り
防
護
す

べ
き
施
設
を
内
包
す
る
建
屋
に
つ
い

て
、

長
期
的

な
堆

積
に
よ
り

施
設

に
悪
影
響

を
及

ぼ
さ
な

い
よ
う
降
下
火

砕
物
を
除
去
す
る
。
 

ま
た
、
上

記
以
外
の

重
大
事
故

等
対

処
設

備
に
対

す
る
降
下
火
砕
物
お
よ
び
積
雪
の
除
去
作

業
に

つ
い
て

は
、
降
灰

お
よ
び

降
雪

の
状

況
を
踏

ま
え
、
設

備
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う

実
施

す
る
。
 

ｃ
．

地
滑
り

防
護

対
策
の
堰
堤

の
健
全
性

確
保

 

土
木

建
築

課
長
は
、
地
滑

り
が

確
認
さ
れ

た
場

合
は
、
施
設

の
機
能
に
影
響
が
及

ば
な
い
よ
う
、

堰
堤

の
堆
積

制
限
位

以
下
に
な

る
よ
う
土

砂
撤
去

作
業
を
実

施
す
る
。
 

ｄ
．

地
滑
り

発
生

後
の
撤
去
作

業
が
困
難

と
判

断
さ
れ
た
場

合
の
対
応
 

土
木

建
築

課
長
は
、
地
滑

り
発

生
後
の
土

砂
撤
去

作
業
に

お
い
て
、
７
日
以
内
に
堆
積
制
限
位

以
下

に
で
き

な
い
と

判
断
し
た

場
合
は
当

直
課
長

に
連
絡
す

る
と
と
も
に
、
土
砂
撤
去
作
業
を
継

続
す
る
。
連
絡
を

受
け
た
当
直

課
長
は
、
地
滑

り
が

確
認
さ

れ
た
後
、
７
日
以
内
に
原
子
炉
を
停

止
（

モ
ー
ド

５
ま
で

）
す
る
。

 

ｅ
．

デ
ィ
ー

ゼ
ル

発
電
機
の
機

能
を
維
持

す
る

た
め
の
対
策

 

火
山

影
響
等

発
生

時
に
お
い

て
、
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電

機
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発

電
機
へ

の
改

良
型
フ
ィ
ル

タ
の
取
付

お
よ

び
フ
ィ
ル
タ

の
取
替
・
清
掃
を
実
施
す
る
。
 

(
a)
 
デ
ィ
ー

ゼ
ル

発
電
機
へ
の

改
良
型
フ

ィ
ル

タ
取
付
他
 

各
課
（
室
）
長

は
、
フ

ィ
ル

タ
の

取
替
・
清
掃
が
容

易
な
改
良
型

フ
ィ
ル
タ
を

取
り
付
け
る

。

ま
た

、
１
号

炉
お
よ

び
２
号

炉
に

つ
い
て

は
、

海
水
ポ
ン

プ
除
塵
フ
ィ
ル
タ
を
取
り
外
す
。
 

ア
．

手
順
着

手
の

判
断
基
準

 

気
象

庁
が
発
表

す
る

降
灰
予
報
（
「

速
報
」
ま

た
は
「
詳
細

」
）
に
よ

り
高
浜
町
へ
の
「
多

量
」

の
降

灰
が
予

想
さ

れ
た

場
合

、
気

象
庁
が

発
表

す
る

噴
火
に
関
す
る
火
山
観
測
報

に
お

い
て

、
地

理
的
領
域
（

発
電
所

敷
地

か
ら

半
径
16
0k
m）

内
の
活
火
山
に
2
0
km
以
上
の
噴
煙
が

観
測

さ
れ

た
が
噴

火
後
1
0分

以
内

に
降

灰
予
報

が
発

表
さ

れ
な
い
場
合
ま
た
は
降
下
火

砕
物

に
よ

る
発
電

所
へ

の
重
大
な
影

響
が
予
想

さ
れ

た
場
合
 

(
b)
 
デ
ィ
ー

ゼ
ル

発
電
機
改
良

型
フ
ィ
ル

タ
の

フ
ィ
ル
タ
取

替
・
清
掃
 

各
課
（
室
）
長
は
、
デ
ィ

ー
ゼ

ル
発
電
機

が
起

動
し
た
場

合
に
お
い
て
、
フ
ィ
ル
タ

の
閉
塞

を
防

止
す
る

た
め
、

フ
ィ
ル

タ
の

取
替
・

清
掃

を
実
施
す

る
。
 

ア
．

手
順
着

手
の

判
断
基
準

 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

い
て
外

部
電

源
喪

失
が

発
生
し

、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
が
起

動

し
た

場
合
 

 

 ａ
．

降
下
火
砕
物
の

侵
入
防
止
 

当
直
課
長
は
、
外
気
取
入
口
に
設
置
し
て
い
る
平
型
フ
ィ
ル
タ
の
差
圧
確

認
、
外
気
取
入
ダ
ン

パ
の
閉
止
、
換

気
空
調
設
備
の
停
止
ま
た
は
閉
回
路
循
環
運
転
に
よ
る
建
屋
内
へ
の
降
下
火
砕
物

の
侵
入
防
止
を
実
施
す
る
。
 

ｂ
．

降
下
火
砕
物
お

よ
び
積
雪
の

除
去
作
業
 

(
a)
 各

課
（

室
）
長
は
、
降
灰
が
確

認
さ
れ
た
場
合
は
、
施
設
の
機
能
に
影
響
が
及
ば
な
い
よ
う
、

換
気
空
調
設
備
の
フ
ィ
ル
タ
の
清

掃
や
取
替
え
、
水
循
環
系
の
ス
ト
レ
ー
ナ
洗
浄

作
業
、
開
閉

所
設
備
の
碍
子
洗
浄
作
業
を
実
施

す
る
。
 

(
b)
 各

課
（
室
）
長
は
、
降
下
火
砕

物
の
堆
積
が

確
認
さ
れ
た

場
合
は
、
降
下
火
砕
物
よ
り
防
護
す

べ
き
屋
外
の
施
設

、
な
ら
び
に
降
下
火
砕
物
よ
り
防
護
す
べ
き
施
設
を
内
包
す
る
建
屋
に
つ
い

て
、
長
期
的
な
堆
積
に
よ
り
施
設

に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
降
下
火

砕
物
を
除
去
す
る
。
 

ま
た
、
上
記
以
外
の
重
大
事
故

等
対
処
設
備
に
対
す
る
降
下
火
砕
物
お
よ
び
積
雪
の
除
去
作

業
に

つ
い
て
は
、
降
灰
お
よ
び
降

雪
の
状

況
を
踏
ま
え
、
設
備

に
悪
影
響
を
及

ぼ
さ
な
い
よ

う

実
施

す
る
。
 

ｃ
．

地
滑
り
防
護
対

策
の
堰
堤
の

健
全
性
確
保
 

土
木
建
築
課
長

は
、
地
滑
り
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
施
設
の
機
能
に
影
響
が
及
ば
な
い
よ
う
、

堰
堤
の
堆
積
制
限
位
以
下
に
な
る
よ
う
土
砂

撤
去
作
業
を
実
施
す
る
。
 

ｄ
．

地
滑
り
発
生
後

の
撤
去
作
業

が
困
難
と
判
断
さ
れ
た
場

合
の
対
応
 

土
木
建
築
課
長

は
、
地
滑
り
発
生
後
の
土
砂
撤
去
作
業
に
お
い
て
、
７
日
以
内
に
堆
積
制
限
位

以
下
に
で
き
な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
当
直

課
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に

、
土
砂
撤
去
作
業
を
継

続
す
る
。
連
絡
を
受

け
た
当
直
課

長
は
、
地
滑
り
が
確
認
さ
れ
た
後
、
７
日
以
内
に
原
子
炉
を
停

止
（
モ
ー
ド
５
ま
で
）
す
る
。
 

ｅ
．

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
の
機
能

を
維
持
す
る
た
め
の
対
策

 

火
山

影
響
等
発
生
時
に
お
い
て

、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発

電
機
へ
の
改
良

型
フ
ィ
ル
タ

の
取
付
お
よ
び
フ
ィ
ル
タ

の
取
替
・
清
掃
を
実
施
す
る

。
 

(
a)
 デ

ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
へ
の
改
良

型
フ
ィ
ル
タ

取
付
他
 

各
課
（

室
）
長
は
、
フ
ィ
ル
タ

の
取
替
・
清
掃
が
容
易
な
改
良
型
フ
ィ
ル
タ
を
取
り
付
け
る
。

ま
た

、
１
号
炉
お
よ

び
２
号
炉
に

つ
い
て
は
、
海
水
ポ
ン
プ

除
塵
フ
ィ
ル
タ
を
取
り
外
す

。
 

ア
．

手
順
着
手
の
判

断
基
準
 

気
象
庁
が
発
表
す
る
降
灰
予
報
（
「
速
報
」
ま
た
は
「
詳
細
」
）
に
よ

り
高
浜
町
へ
の
「
多

量
」

の
降
灰
が
予
想
さ
れ
た

場
合
、
気
象
庁
が
発

表
す
る

噴
火
に
関
す
る
火
山
観
測
報

に
お

い
て

、
地
理
的
領
域
（
発
電
所
敷
地
か
ら
半
径
16
0
k
m）

内
の
活
火
山
に
2
0
km
以
上
の
噴
煙
が

観
測

さ
れ
た
が
噴
火
後
1
0分

以
内
に
降
灰
予
報
が

発
表
さ

れ
な
い
場
合
ま
た
は
降
下
火

砕
物

に
よ

る
発
電
所
へ
の

重
大
な
影
響

が
予
想
さ
れ
た
場
合
 

(
b)
 デ

ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
改
良
型
フ

ィ
ル
タ
の
フ

ィ
ル
タ
取
替

・
清
掃
 

各
課
（
室
）
長
は
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
起
動
し
た
場
合
に
お
い
て
、
フ
ィ
ル
タ
の
閉
塞

を
防

止
す
る
た
め
、

フ
ィ
ル
タ
の

取
替
・
清
掃
を
実
施
す
る

。
 

ア
．

手
順
着
手
の
判

断
基
準
 

火
山
影
響
等
発
生
時
に
お

い
て
外
部

電
源
喪
失
が
発
生
し

、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
が
起
動

し
た

場
合
 

 

 変
更
な
し
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高
浜
発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規

定
変
更
前
後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

 

変
更

前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 ｆ
．

タ
ー
ビ

ン
動

補
助
給
水
ポ

ン
プ
を
用

い
た

炉
心
を
冷
却

す
る
た
め
の
対
策
 

火
山

影
響
等

発
生

時
に
お
い

て
、
外

部
電

源
喪
失
お

よ
び

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
機
能
喪
失
し

た
場

合
は
、
タ
ー

ビ
ン

動
補
助

給
水

ポ
ン

プ
を
使

用
し
、
蒸

気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
１
次
冷
却

系
の

冷
却
を

行
う
。
 

(
a)
 
タ
ー
ビ

ン
動

補
助
給
水
ポ

ン
プ
を
用

い
た

炉
心
冷
却
 

当
直

課
長
は
、
タ
ー

ビ
ン
動
補

助
給

水
ポ

ン
プ
を

用
い
た
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心

冷
却

を
行
う

。
 

ア
．

手
順
着

手
の

判
断
基
準

 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

い
て
外

部
電

源
喪

失
が

発
生
し

、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
２
台

が

と
も

に
機
能

喪
失

し
た
場
合
 

ｇ
．

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
を
用

い
た

炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止

す
る

た
め

の
対
策
 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

い
て

、
外

部
電

源
喪

失
お

よ
び

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

が
機

能
喪

失

し
、
か

つ
タ
ー
ビ

ン
動

補
助
給

水
ポ

ン
プ

が
機
能

喪
失
し
た

場
合
は
、
蒸
気
発
生
器
補
給
用
仮
設

中
圧

ポ
ン
プ

（
電

動
）
を
使
用

し
、
蒸
気

発
生

器
２
次
側
に

よ
る
１
次
冷
却
系
の
冷
却
を
行
う
。
 

(
a)
 
蒸
気
発

生
器

補
給
用
仮
設

中
圧
ポ
ン

プ
（

電
動
）
の
準

備
作
業
 

各
課
（

室
）
長

は
、
１
号
炉
お

よ
び
２
号

炉
に

つ
い
て
は
、
電
源
車

※
２
を
降
下
火
砕
物
の
影

響
を

受
け
る

こ
と
の

な
い
燃

料
取

扱
建
屋

内
へ
、
３

号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
、
電
源

車
※

３
を

降
下

火
砕

物
の
影
響
を

受
け
る

こ
と

の
な
い
燃
料

取
扱
建
屋
内
へ
そ
れ
ぞ
れ
移
動
し
、

準
備

作
業
を

行
う
。
 

ア
．

手
順
着

手
の

判
断
基
準

 

気
象

庁
が
発
表

す
る

降
灰
予
報
（
「

速
報
」
ま

た
は
「
詳
細

」
）
に
よ

り
高
浜
町
へ
の
「
多

量
」

の
降

灰
が
予

想
さ

れ
た

場
合

、
気

象
庁
が

発
表

す
る

噴
火
に
関
す
る
火
山
観
測
報

に
お

い
て

、
地

理
的
領
域
（

発
電
所

敷
地

か
ら

半
径
16
0k
m）

内
の
活
火
山
に
2
0
km
以
上
の
噴
煙
が

観
測

さ
れ

た
が
噴

火
後
1
0分

以
内

に
降

灰
予
報

が
発

表
さ

れ
な
い
場
合
ま
た
は
降
下
火

砕
物

に
よ

る
発
電

所
へ

の
重
大
な
影

響
が
予
想

さ
れ

た
場
合
 

(
b)
 
蒸
気
発

生
器

補
給
用
仮
設

中
圧
ポ
ン

プ
（

電
動
）
を
用

い
た
炉
心
冷
却
 

緊
急

時
対
策
本

部
は

、
タ
ー

ビ
ン

動
補
助

給
水
ポ

ン
プ
に

よ
る
給
水
が

で
き
な
い
場
合
は
、

１
号

炉
お
よ

び
２
号

炉
に
つ

い
て

は
電
源

車
※

２
を
、
３

号
炉
お
よ
び
４
号

炉
に
つ
い
て
は
電
源

車
※

３
を

そ
れ

ぞ
れ

起
動
し
、
蒸

気
発

生
器

補
給
用

仮
設
中
圧

ポ
ン
プ
（
電
動
）
を
用
い
た

蒸
気

発
生

器
２
次

側
に
よ

る
炉
心

冷
却

を
行
う

。
 

ア
．

手
順
着

手
の

判
断
基
準

 

火
山

影
響
等
発

生
時

に
お
い

て
外

部
電
源

喪
失
が

発
生
し
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
2
台
が
と

も
に

機
能
喪

失
し

、
か
つ
タ
ー

ビ
ン
動
補

助
給

水
ポ
ン
プ
に

よ
る
給
水
が
で
き
な
い
場
合
 

ｈ
．

緊
急
時

対
策

所
の
居
住

性
確

保
に
関
す

る
対
策
 

火
山

影
響
等

発
生

時
に
お
い

て
、
緊

急
時

対
策
所
入

口
扉

を
開
放
す
る
こ
と
に
よ
り
緊
急
時
対

策
所

の
居
住

性
を

確
保
す
る
。

 

 

 ｆ
．

タ
ー
ビ
ン
動
補

助
給
水
ポ
ン

プ
を
用
い
た
炉
心
を
冷
却

す
る
た
め
の
対
策
 

火
山

影
響
等
発
生
時
に
お
い
て

、
外
部
電
源
喪
失
お
よ
び
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
機
能
喪
失
し

た
場

合
は
、
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
使
用
し
、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
１
次
冷
却

系
の

冷
却
を
行
う
。
 

(
a)
 タ

ー
ビ
ン
動
補

助
給
水
ポ
ン
プ

を
用
い
た
炉

心
冷
却
 

当
直
課
長
は
、
タ
ー
ビ
ン
動
補

助
給
水
ポ
ン
プ
を
用
い
た
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心

冷
却

を
行
う
。
 

ア
．

手
順
着
手
の
判

断
基
準
 

火
山
影
響
等
発
生
時
に
お

い
て
外
部

電
源
喪
失
が
発
生
し

、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
２
台
が

と
も

に
機
能
喪
失
し

た
場
合
 

ｇ
．
蒸
気
発
生
器
補
給
用
仮
設

中
圧
ポ
ン
プ
（
電
動
）
を
用
い
た

炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る

た
め
の
対
策
 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

い
て

、
外

部
電

源
喪

失
お

よ
び

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

が
機

能
喪

失

し
、
か
つ

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
が
機
能
喪
失
し
た
場
合
は
、
蒸
気
発
生
器
補
給
用
仮
設

中
圧

ポ
ン
プ
（
電
動

）
を
使
用
し

、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に

よ
る
１
次
冷
却
系
の
冷
却
を

行
う
。
 

(
a)
 蒸

気
発
生
器
補

給
用
仮
設
中
圧

ポ
ン
プ
（
電

動
）
の
準
備

作
業
 

各
課
（

室
）
長
は
、
１

号
炉
お

よ
び

２
号
炉
に
つ

い
て
は
、
電
源
車

※
２
を
降
下
火
砕
物
の
影

響
を

受
け
る
こ
と
の

な
い
燃
料
取

扱
建
屋
内
へ
、
３
号

炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
、
電
源

車
※

３
を
降
下
火
砕

物
の
影
響
を

受
け
る
こ
と
の

な
い
燃
料
取

扱
建
屋
内
へ
そ
れ
ぞ
れ
移

動
し
、

準
備

作
業
を
行
う
。
 

ア
．

手
順
着
手
の
判

断
基
準
 

気
象
庁
が
発
表
す
る
降
灰
予
報
（
「
速
報
」
ま
た
は
「
詳
細
」
）
に
よ

り
高
浜
町
へ
の
「
多

量
」

の
降
灰
が
予
想
さ
れ
た

場
合
、
気
象
庁
が
発

表
す
る

噴
火
に
関
す
る
火
山
観
測
報

に
お

い
て

、
地
理
的
領
域
（
発
電
所
敷
地
か
ら
半
径
16
0
k
m）

内
の
活
火
山
に
2
0
km
以
上
の
噴
煙
が

観
測

さ
れ
た
が
噴
火
後
1
0分

以
内
に
降
灰
予
報
が

発
表
さ

れ
な
い
場
合
ま
た
は
降
下
火

砕
物

に
よ

る
発
電
所
へ
の

重
大
な
影
響

が
予
想
さ
れ
た
場
合
 

(
b)
 蒸

気
発
生
器
補

給
用
仮
設
中
圧

ポ
ン
プ
（
電

動
）
を
用
い

た
炉
心
冷
却
 

緊
急
時
対
策
本
部
は
、
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
給
水
が
で

き
な
い
場
合
は
、

１
号

炉
お
よ
び
２
号

炉
に
つ
い
て

は
電
源
車

※
２
を
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
電
源

車
※

３
を
そ
れ
ぞ
れ

起
動
し
、
蒸
気
発
生
器
補
給
用
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
（
電
動
）
を
用
い
た
蒸

気

発
生

器
２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷
却

を
行
う
。
 

ア
．

手
順
着
手
の
判

断
基
準
 

火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
い

て
外
部
電
源
喪

失
が
発
生
し
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
2
台
が
と

も
に

機
能
喪
失
し
、

か
つ
タ
ー
ビ

ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に

よ
る
給
水
が
で
き
な
い
場
合

 

ｈ
．
緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
確
保
に
関
す
る
対
策
 

火
山

影
響
等
発
生
時
に
お
い
て

、
緊
急
時
対
策
所
入
口
扉
を
開
放
す
る
こ
と
に
よ
り
緊
急
時
対

策
所

の
居
住
性
を
確

保
す
る
。
 

 

 変
更
な
し
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高
浜
発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規

定
変
更
前
後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

 

変
更

前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 

(
a)
 
緊
急
時

対
策

所
の
居
住
性

確
保
 

各
課
（
室
）
長
は
、
緊
急

時
対

策
所
入
口

扉
の

開
放
に
よ

り
居
住
性
を
確
保
し
、
降

下
火
砕

物
の

侵
入
を

防
止
す

る
た
め

、
入

口
扉
（

２
箇

所
）
に
仮

設
フ
ィ
ル
タ
を
取
り
付
け
る
。
 

ア
．

手
順
着

手
の

判
断
基
準

 

気
象

庁
が
発
表

す
る

降
灰
予
報
（
「

速
報
」
ま

た
は
「
詳
細

」
）
に
よ

り
高
浜
町
へ
の
「
多

量
」

の
降

灰
が
予

想
さ

れ
た

場
合

、
気

象
庁
が

発
表

す
る

噴
火
に
関
す
る
火
山
観
測
報

に
お

い
て

、
地

理
的
領
域
（

発
電
所

敷
地

か
ら

半
径
16
0k
m）

内
の
活
火
山
に
2
0
km
以
上
の
噴
煙
が

観
測

さ
れ

た
が
噴

火
後
1
0分

以
内

に
降

灰
予
報

が
発

表
さ

れ
な
い
場
合
ま
た
は
降
下
火

砕
物

に
よ

る
発
電

所
へ

の
重
大
な
影

響
が
予
想

さ
れ

た
場
合
 

ｉ
．

通
信
連

絡
設

備
に
関
す

る
対
策
 

火
山

影
響
等

発
生

時
に
お
け

る
通

信
連
絡

に
つ

い
て
、
降

下
火
砕
物
の
影
響
を
受
け
な
い
有
線

系
の

設
備
を

複
数

手
段
確
保
す

る
こ
と
に

よ
り

機
能
を
確
保

す
る
。
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
機
能

が
喪

失
し
た

場
合

に
お
い
て
は

、
１

号
炉
お
よ

び
２

号
炉
に

つ
い
て
は
、
燃
料
取
扱
建
屋
内
に
配

置
し

た
電
源

車
※

２
か

ら
、
３

号
炉

お
よ
び

４
号

炉
に
つ
い

て
は
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
タ
ー
ビ

ン
建

屋
内
に

配
置

し
た
電
源
車

※
４
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
給
電
す
る

。
 

(
a)
 
電
源
車

※
２
お

よ
び
電
源

車
※

４
の

準
備
作

業
 

各
課
（

室
）
長

は
、
１
号
炉
お

よ
び
２
号

炉
に

つ
い
て
は
、
電
源
車

※
２
を
降
下
火
砕
物
の
影

響
を

受
け
る

こ
と
の

な
い
燃

料
取

扱
建
屋

内
へ
、
３

号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
、
電
源

車
※

４
を

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
受
け

る
こ

と
の

な
い

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
タ
ー

ビ
ン

建
屋

内
へ

そ
れ
ぞ

れ
移
動

し
、
準

備
作

業
を
行

う
。

 

ア
．

手
順
着

手
の

判
断
基
準
  

気
象

庁
が
発
表

す
る

降
灰
予
報
（
「

速
報
」
ま

た
は
「
詳
細

」
）
に
よ

り
高
浜
町
へ
の
「
多

量
」

の
降

灰
が
予

想
さ

れ
た

場
合

、
気

象
庁
が

発
表

す
る

噴
火
に
関
す
る
火
山
観
測
報

に
お

い
て

、
地

理
的
領
域
（

発
電
所

敷
地

か
ら

半
径
16
0k
m）

内
の
活
火
山
に
2
0
km
以
上
の
噴
煙
が

観
測

さ
れ

た
が
噴

火
後
1
0分

以
内

に
降

灰
予
報

が
発

表
さ

れ
な
い
場
合
ま
た
は
降
下
火

砕
物

に
よ

る
発
電

所
へ

の
重
大
な
影

響
が
予
想

さ
れ

た
場
合
 

(
b)
 
電
源
車

※
２
お

よ
び
電
源

車
※

４
か

ら
の
給

電
開
始
 

緊
急

時
対
策
本

部
お

よ
び
当

直
課

長
は
、
１

号
炉
お

よ
び

２
号
炉
に
つ

い
て
は
電
源
車

※
２
か

ら
の
、
３

号
炉

お
よ
び
４

号
炉

に
つ
い
て

は
電

源
車

※
４
か

ら
の
給
電
準
備
を
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
た

の
ち

給
電
を

開
始
す

る
。
 

ア
．

手
順
着

手
の

判
断
基
準

 

１
号

炉
お
よ
び

２
号

炉
に
つ

い
て

は
、
電

源
車

※
２
に

よ
る
給
電
開
始

は
、
火
山
影

響
等
発

生
時

に
お

い
て
外

部
電

源
喪

失
が

発
生

し
、
１

号
炉

ま
た

は
２
号
炉
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

全
台

が
機
能

喪
失

し
た
場
合
 

３
号

炉
お
よ
び

４
号

炉
に
つ

い
て

は
、
電

源
車

※
４
に

よ
る
給
電
開
始

は
、
火
山
影

響
等
発

生
時

に
お

い
て
外

部
電

源
喪

失
が

発
生

し
、
３

号
炉

ま
た

は
４
号
炉
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

全
台

が
機
能

喪
失

し
た
場
合
 

 

 

(
a)
 緊

急
時
対
策
所

の
居
住
性
確
保

 

各
課
（
室
）
長
は
、
緊
急
時
対
策
所
入
口
扉
の
開
放
に
よ
り
居
住
性
を
確
保
し
、
降
下
火
砕

物
の

侵
入
を
防
止
す

る
た
め
、
入

口
扉
（
２
箇
所
）
に
仮
設

フ
ィ
ル
タ
を
取
り
付
け
る
。

 

ア
．

手
順
着
手
の
判

断
基
準
 

気
象
庁
が
発
表
す
る
降
灰
予
報
（
「
速
報
」
ま
た
は
「
詳
細
」
）
に
よ

り
高
浜
町
へ
の
「
多

量
」

の
降
灰
が
予
想
さ
れ
た

場
合
、
気
象
庁
が
発

表
す
る

噴
火
に
関
す
る
火
山
観
測
報

に
お

い
て

、
地
理
的
領
域
（
発
電
所
敷
地
か
ら
半
径
16
0
k
m）

内
の
活
火
山
に
2
0
km
以
上
の
噴
煙
が

観
測

さ
れ
た
が
噴
火
後
1
0分

以
内
に
降
灰
予
報
が

発
表
さ

れ
な
い
場
合
ま
た
は
降
下
火

砕
物

に
よ

る
発
電
所
へ
の

重
大
な
影
響

が
予
想
さ
れ
た
場
合
 

ｉ
．
通
信
連
絡
設
備
に
関
す
る
対
策
 

火
山

影
響
等
発
生
時
に
お
け
る

通
信
連
絡
に
つ
い
て
、
降
下
火
砕
物
の
影
響
を
受
け
な
い
有
線

系
の

設
備
を
複
数
手

段
確
保
す
る

こ
と
に
よ
り
機
能
を
確
保

す
る
。
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
機
能

が
喪

失
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
１

号
炉
お
よ
び
２
号
炉
に
つ
い
て
は
、
燃
料
取
扱
建
屋
内
に
配

置
し

た
電
源
車

※
２
か

ら
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
、
燃
料
取
扱
建
屋
内
に
配
置
し
た

電
源

車
※

４
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
給
電
す

る
。
 

(
a)
 電

源
車

※
２
お
よ

び
電
源
車

※
４
の
準
備
作
業
 

各
課
（

室
）
長
は
、
１

号
炉
お

よ
び

２
号
炉
に
つ

い
て
は
、
電
源
車

※
２
を
降
下
火
砕
物
の
影

響
を

受
け
る
こ
と
の

な
い
燃
料
取

扱
建
屋
内
へ
、
３
号

炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
、
電
源

車
※

４
を
降
下
火
砕

物
の
影
響
を

受
け
る
こ
と
の

な
い
燃
料
取

扱
建
屋
内
へ
そ
れ
ぞ
れ
移

動
し
、

準
備

作
業
を
行
う
。
 

ア
．

手
順
着
手
の
判

断
基
準
 
 

気
象
庁
が
発
表
す
る
降
灰
予
報
（
「
速
報
」
ま
た
は
「
詳
細
」
）
に
よ

り
高
浜
町
へ
の
「
多

量
」

の
降
灰
が
予
想
さ
れ
た

場
合
、
気
象
庁
が
発

表
す
る

噴
火
に
関
す
る
火
山
観
測
報

に
お

い
て

、
地
理
的
領
域
（
発
電
所
敷
地
か
ら
半
径
16
0
k
m）

内
の
活
火
山
に
2
0
km
以
上
の
噴
煙
が

観
測

さ
れ
た
が
噴
火
後
1
0分

以
内
に
降
灰
予
報
が

発
表
さ

れ
な
い
場
合
ま
た
は
降
下
火

砕
物

に
よ

る
発
電
所
へ
の

重
大
な
影
響

が
予
想
さ
れ
た
場
合
 

(
b)
 電

源
車

※
２
お
よ

び
電
源
車

※
４
か
ら
の
給
電

開
始
 

緊
急
時
対
策
本
部
お
よ
び
当
直
課
長
は
、
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
に
つ
い
て
は
電
源
車

※
２
か

ら
の

、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に

つ
い
て
は
電
源
車

※
４
か
ら
の
給
電
準
備
を
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
た

の
ち

給
電
を
開
始
す

る
。
 

ア
．

手
順
着
手
の
判

断
基
準
 

１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
に
つ

い
て
は
、
電
源
車

※
２
に
よ
る
給
電
開
始
は

、
火
山
影
響
等
発

生
時

に
お
い
て
外
部
電
源
喪

失
が
発
生
し
、
１
号

炉
ま
た

は
２
号
炉
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

全
台

が
機
能
喪
失
し

た
場
合
 

３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ

い
て
は
、
電
源
車

※
４
に
よ
る
給
電
開
始
は

、
火
山
影
響
等
発

生
時

に
お
い
て
外
部
電
源
喪

失
が
発
生
し
、
３
号

炉
ま
た

は
４
号
炉
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

全
台

が
機
能
喪
失
し

た
場
合
 

 

              大
山

生
竹

テ
フ

ラ
の

噴
出

規
模
見
直
し
に
伴
う
変
更
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高
浜
発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規

定
変
更
前
後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

 

変
更

前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 ｊ
．

電
源
車

※
２
な

ら
び
に

電
源

車
※

３
お

よ
び

電
源
車

※
４
の

燃
料

確
保
に

関
す
る
対
策

 

火
山

影
響

等
発
生

時
に
お

け
る

電
源

車
※

２
な

ら
び

に
電
源

車
※

３
お

よ
び

電
源
車

※
４
の
燃

料
を

電
源

車
（
可

搬
式

代
替
低
圧
注

水
ポ
ン
プ

用
）

※
５
な
ら

び
に

電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ

用
）

※
６
お

よ
び
電
源
車

（
緊
急
時

対
策

所
用

）
※
７
に

よ
り
確
保
す
る
。
 

(
a)
 
電
源
車

（
可

搬
式
代
替

低
圧

注
水

ポ
ン
プ
用

）
※
５
な

ら
び

に
電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注

水
ポ

ン
プ
用

）
※

６
お
よ
び

電
源

車
（
緊

急
時

対
策
所
用

）
※

７
の
建
屋
近
傍
へ
の
移
動
 

各
課
（

室
）
長
は
、
１

号
炉

お
よ

び
２
号
炉

に
つ

い
て
は
、
電
源
車
（

可
搬
式
代
替
低
圧
注

水
ポ

ン
プ
用

）
※

５
を

燃
料
取
扱

建
屋

近
傍
へ
、
３
号
炉

お
よ

び
４
号
炉
に

つ
い
て
は
、
電

源
車

（
可

搬
式
代

替
低
圧

注
水
ポ

ン
プ

用
）

※
６
お
よ

び
電
源

車
（
緊
急

時
対
策
所
用

）
※

７
を
燃
料
取

扱
建

屋
近
傍

な
ら
び

に
３
号

炉
お

よ
び
４

号
炉

タ
ー
ビ
ン

建
屋
近
傍
へ
そ
れ
ぞ
れ
移
動
す
る
。
 

ア
．

手
順
着

手
の

判
断
基
準

 

気
象

庁
が
発
表

す
る

降
灰
予
報
（
「

速
報
」
ま

た
は
「
詳
細

」
）
に
よ

り
高
浜
町
へ
の
「
多

量
」

の
降

灰
が
予

想
さ

れ
た

場
合

、
気

象
庁
が

発
表

す
る

噴
火
に
関
す
る
火
山
観
測
報

に
お

い
て

、
地

理
的
領
域
（

発
電
所

敷
地

か
ら

半
径
16
0k
m）

内
の
活
火
山
に
2
0
km
以
上
の
噴
煙
が

観
測

さ
れ

た
が
噴

火
後
1
0分

以
内

に
降

灰
予
報

が
発

表
さ

れ
な
い
場
合
ま
た
は
降
下
火

砕
物

に
よ

る
発
電

所
へ

の
重
大
な
影

響
が
予
想

さ
れ

た
場
合
 

(
b)
 
電
源
車

（
可

搬
式
代
替

低
圧

注
水

ポ
ン
プ
用

）
※
５
な

ら
び

に
電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注

水
ポ

ン
プ
用

）
※

６
お
よ
び

電
源

車
（
緊

急
時

対
策
所
用

）
※

７
に
よ
る
燃
料
補
給
 

緊
急

時
対
策
本

部
は
、
１
号

炉
お

よ
び
２

号
炉

に
つ
い
て

は
、
電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧

注
水

ポ
ン
プ

用
）

※
５
か

ら
電

源
車

※
２
へ
、
３

号
炉
お

よ
び
４

号
炉
に
つ
い
て
は
、
電
源
車
（
可

搬
式

代
替
低

圧
注
水

ポ
ン
プ

用
）

※
６
お

よ
び

電
源
車
（
緊
急

時
対
策
所
用
）

※
７
か
ら
電
源
車

※

３
お

よ
び

電
源
車

※
４
へ

そ
れ
ぞ
れ

燃
料
補

給
を

行
う
。
 

ア
．

手
順
着

手
の

判
断
基
準

 

１
号

炉
お
よ
び

２
号

炉
に
つ

い
て

は
電
源

車
※

２
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
電

源
車

※
３
お

よ
び
電

源
車

※
４
の

運
転
継
続

の
た

め
に
燃
料

補
給
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
 

ｋ
．

消
火
水

バ
ッ

ク
ア
ッ
プ

タ
ン

ク
か
ら
復

水
タ

ン
ク
へ

の
補

給
に
関
す

る
対
策
 

火
山

影
響
等

発
生

時
に
お
い

て
、
消

火
水

バ
ッ
ク
ア

ッ
プ

タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給

を
行

う
。
 

(
a)
 
消
火
水

バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
タ

ン
ク
か
ら

復
水

タ
ン
ク
へ
の

補
給
 

緊
急

時
対
策
本

部
お

よ
び
当

直
課

長
は
、
消
火
水

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク

へ
の

補
給
を

行
う
。
 

ア
．

手
順
着

手
の

判
断
基
準

 

復
水

タ
ン
ク
へ

の
補

給
が
必

要
と

判
断
し

た
場
合
 

 

 ｊ
．
電
源
車

※
２
な
ら
び
に
電
源
車

※
３
お

よ
び
電
源
車

※
４
の
燃
料
確
保
に
関

す
る
対
策
 

火
山

影
響

等
発
生

時
に
お

け
る

電
源
車

※
２
な

ら
び

に
電
源
車

※
３
お

よ
び

電
源
車

※
４
の

燃
料

を

電
源

車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注

水
ポ
ン
プ
用
）

※
５
な
ら
び
に
電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ

用
）

※
６
お
よ
び

電
源
車
（
緊

急
時
対
策
所

用
）

※
７
に
よ

り
確
保
す
る
。
 

(
a)
 
電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注

水
ポ
ン
プ
用
）

※
５
な
ら
び
に

電
源
車
（
可

搬
式
代
替
低
圧

注

水
ポ
ン
プ
用
）

※
６
お
よ
び
電
源

車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）

※
７
の
建
屋
近
傍
へ
の
移
動
 

各
課
（
室
）
長
は

、
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
に
つ
い
て
は
、
電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注

水
ポ

ン
プ
用
）

※
５
を
燃
料
取
扱
建

屋
近
傍
へ
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に

つ
い
て
は
、
電
源

車

（
可

搬
式
代
替
低
圧

注
水
ポ
ン
プ

用
）

※
６
お
よ
び
電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）

※
７
を
燃
料
取

扱
建

屋
近
傍
へ
そ
れ

ぞ
れ
移
動
す

る
。
 

ア
．

手
順
着
手
の
判

断
基
準
 

気
象
庁
が
発
表
す
る
降
灰
予
報
（
「
速
報
」
ま
た
は
「
詳
細
」
）
に
よ

り
高
浜
町
へ
の
「
多

量
」

の
降
灰
が
予
想
さ
れ
た

場
合
、
気
象
庁
が
発

表
す
る

噴
火
に
関
す
る
火
山
観
測
報

に
お

い
て

、
地
理
的
領
域
（
発
電
所
敷
地
か
ら
半
径
16
0
k
m）

内
の
活
火
山
に
2
0
km
以
上
の
噴
煙
が

観
測

さ
れ
た
が
噴
火
後
1
0分

以
内
に
降
灰
予
報
が

発
表
さ

れ
な
い
場
合
ま
た
は
降
下
火

砕
物

に
よ

る
発
電
所
へ
の

重
大
な
影
響

が
予
想
さ
れ
た
場
合
 

(
b)
 
電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注

水
ポ
ン
プ
用
）

※
５
な
ら
び
に

電
源
車
（
可

搬
式
代
替
低
圧

注

水
ポ
ン
プ
用
）

※
６
お
よ
び
電
源

車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）

※
７
に
よ
る
燃
料
補
給
 

緊
急
時
対
策
本
部
は
、
１
号
炉

お
よ
び
２
号
炉
に
つ
い
て
は

、
電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧

注
水

ポ
ン
プ
用
）

※
５
か
ら
電
源
車

※
２
へ
、
３
号
炉
お
よ

び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
、
電
源
車
（
可

搬
式

代
替
低
圧
注
水

ポ
ン
プ
用
）

※
６
お
よ
び
電
源
車
（

緊
急
時
対
策
所
用
）

※
７
か
ら
電
源
車

※

３
お
よ
び
電
源
車

※
４
へ
そ
れ
ぞ
れ
燃
料
補
給
を
行
う

。
 

ア
．

手
順
着
手
の
判

断
基
準
 

１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
に
つ

い
て
は
電
源
車

※
２
、
３
号
炉
お
よ

び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
電

源
車

※
３
お
よ
び
電

源
車

※
４
の
運

転
継
続
の
た
め

に
燃
料
補
給

が
必
要
と
判
断
し
た
場
合

 

ｋ
．
消
火
水
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
に
関
す
る
対
策
 

火
山

影
響
等
発
生
時
に
お
い
て

、
消
火
水
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給

を
行

う
。
 

(
a)
 消

火
水
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
タ
ン
ク

か
ら
復
水
タ

ン
ク
へ
の
補

給
 

緊
急
時
対
策
本
部
お
よ
び
当
直
課
長
は
、
消
火
水
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク

へ
の

補
給
を
行
う
。
 

ア
．

手
順
着
手
の
判

断
基
準
 

復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
が
必

要
と
判
断
し
た

場
合
 

 

          大
山

生
竹

テ
フ

ラ
の

噴
出

規
模
見
直
し
に
伴
う
変
更
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高
浜
発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規

定
変
更
前
後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

 

変
更

前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 

火
山

影
響
等

発
生

時
の
対
策

に
お

け
る
主
な

作
業
 

作
業

手

順
N
o
 

対
応

手
段

 
対

象
号

炉
 

要
員

 
要

員
数

 
想

定
時

間
 

ｅ
(a

)
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

へ
の

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
取

付
 

各
号

炉
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
8
 

5
0分

 

海
水

ポ
ン

プ
除

塵
フ

ィ
ル

タ
の

取
り

外
し

 
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

 
緊

急
安

全
対

策
要

員
 

2
 

(１
号

炉
お

よ
び

 

２
号

炉
合

計
)
 

5
0分

 

ｅ
(b

)
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
の

フ
ィ

ル
タ

取
替

 
各

号
炉

 
緊

急
安

全
対

策
要

員
 

4
 

2
0分

 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
の

フ
ィ

ル
タ

清
掃

※
８
 

各
号

炉
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
2
 

6
0分

 

ｇ
(a

)
 

ｉ
(a

)
 

ｊ
(a

)
 

電
源

車
※
２
お

よ
び

電
源

車
（

可
搬

式
代

替
低

圧
注

水
ポ

ン
プ

用
）

※
５
の

移
動

 

１
号

炉
お

よ

び
２

号
炉

 
緊

急
安

全
対

策
要

員
 

5
 

(１
号

炉
お

よ
び

 

２
号

炉
合

計
)
 

5
0分

 

電
源

車
※
３
、
電

源
車

※
４
、
電

源
車
（

可
搬

式
代

替
低

圧
注

水
ポ

ン

プ
用

）
※
６
お

よ
び

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

※
７
の

移
動

 

３
号

炉
お

よ

び
４

号
炉

 
緊

急
安

全
対

策
要

員
 

4
 

(３
号

炉
お

よ
び

 

４
号

炉
合

計
)
 

5
0分

 

ｇ
(a

)
 

ｉ
(a

)
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
の

準
備

作
業

※
９
 

電
源

車
の

準
備

作
業

※
９
 

（
給

電
用

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

・
接

続
）

 
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
4
 

8
0分

 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
の

準
備

作
業

 

（
ホ

ー
ス

接
続

・
系

統
構

成
）

 
緊

急
安

全
対

策
要

員
 

4
 

9
7分

 

ｇ
(a

)
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
の

準
備

作
業

※
１

０
 

（
給

電
用

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

・
接

続
）

 
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
2
 

80
分

※
１
１
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
の

準
備

作
業

 

（
ホ

ー
ス

接
続

・
系

統
構

成
）

 
緊

急
安

全
対

策
要

員
 

5
 

6
0分

 

h
(a

)
 

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

確
保

（
仮

設
フ

ィ
ル

タ
取

付
）

 

１
号

炉
、

２

号
炉

、
３

号

炉
お

よ
び

４

号
炉

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

2
 

(１
号

炉
、

２
号

炉
、

３
号

炉
お

よ

び
４

号
炉

合
計

)
 

5
0分

 

i
(b

)
 

電
源

車
※
２
か

ら
の

給
電

開
始

 

(不
要

負
荷

切
り

離
し

・
受

電
操

作
)
 

１
号

炉
お

よ

び
２

号
炉

 

運
転

員
等

 

（
中

央
制

御
室

、
現

場
）

 
3
 

6
0分

 

電
源

車
※
４
か

ら
の

給
電

開
始

※
１
０
 

(給
電

用
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
･
接

続
)
 

３
号

炉
お

よ

び
４

号
炉

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

4
 

(３
号

炉
お

よ
び

 

４
号

炉
合

計
)
 

6
0分

 

電
源

車
※
４
か

ら
の

給
電

開
始

 

(不
要

負
荷

切
り

離
し

・
受

電
操

作
)
 

運
転

員
等

 

（
中

央
制

御
室

、
現

場
）

 
3
 

9
0分

 

ｋ
(a

)
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

か
ら

復
水

タ
ン

ク
へ

の
補

給
 

１
号

炉
お

よ

び
２

号
炉

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

2
 

(１
号

炉
お

よ
び

 

２
号

炉
合

計
)
 

4
0分

 

運
転

員
等

 

（
中

央
制

御
室

、
現

場
）

 

3
 

(１
号

炉
お

よ
び

 

２
号

炉
合

計
)
 

３
号

炉
お

よ

び
４

号
炉

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

2
 

(３
号

炉
お

よ
び

 

４
号

炉
合

計
)
 

4
0分

 

運
転

員
等

 

（
中

央
制

御
室

、
現

場
）

 

3
 

(３
号

炉
お

よ
び

 

４
号

炉
合

計
)
 

※
２

：
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

 
蒸

気
発

生
器

補
給

用
仮

設
中

圧
ポ

ン
プ

（
電

動
）
お

よ
び

通
信

連
絡

設
備

へ
の

給
電

用
 

※
３

：
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

 
蒸

気
発

生
器

補
給

用
仮

設
中

圧
ポ

ン
プ

（
電

動
）
へ

の
給

電
用
 

※
４

：
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

 
通

信
連

絡
設

備
（

緊
急

時
対

策
所

を
含

む
）

へ
の
給

電
用
 

※
５

：
電

源
車

※
２
へ

の
燃

料
補

給
用
 

※
６

：
電

源
車

※
３
へ

の
燃

料
補

給
用
 

※
７

：
電

源
車

※
４
へ

の
燃

料
補

給
用
 

※
８

：
１

班
２

名
で

２
班

が
交

代
し

て
実

施
す

る
。
 

※
９
：
可
搬

式
排

気
フ

ァ
ン

お
よ

び
仮

設
ダ

ク
ト

等
設

置
作

業
は
、
1箇

所
あ

た
り

上
表

と
は

別
に

緊
急

安
全

対
策

要
員

4名
が

6
0分

以
内

で
実

施

す
る

。
 

※
1
0：

可
搬

式
排

気
フ

ァ
ン

お
よ

び
仮

設
ダ

ク
ト

等
設

置
作

業
は
、
1箇

所
あ

た
り

上
表

と
は

別
に

緊
急

安
全

対
策

要
員

6名
が

4
0分

以
内

で
実

施

す
る

。
 

※
11
：
屋

外
作

業
は
5
0分

以
内

で
実

施
す
る

。
 

 

火
山
影
響
等
発
生
時
の
対
策
に
お
け
る
主
な
作
業
 

作
業

手

順
N
o
 

対
応

手
段

 
対

象
号

炉
 

要
員

 
要

員
数

 
想

定
時

間
 

ｅ
(
a
)
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

へ
の

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
取

付
 

各
号

炉
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
8
 

50
分

 

海
水

ポ
ン

プ
除

塵
フ

ィ
ル

タ
の

取
り

外
し

 
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

 
緊

急
安

全
対

策
要

員
 

2
 

(
１

号
炉

お
よ

び
 

２
号

炉
合

計
)
 

50
分

 

ｅ
(
b
)
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
の

フ
ィ

ル
タ

取
替

 
各

号
炉

 
緊

急
安

全
対

策
要

員
 

4
 

20
分

 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
の

フ
ィ

ル
タ

清
掃

※
８
 

各
号

炉
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
2
 

60
分

 

ｇ
(
a
)
 

ｉ
(
a
)
 

ｊ
(
a
)
 

電
源

車
※
２
お

よ
び

電
源

車
（

可
搬

式
代

替
低

圧
注

水
ポ

ン
プ

用
）

※
５
の

移
動

 

１
号

炉
お

よ

び
２

号
炉

 
緊

急
安

全
対

策
要

員
 

5
 

(
１

号
炉

お
よ

び
 

２
号

炉
合

計
)
 

50
分

 

電
源

車
※
３
、
電

源
車

※
４
、
電

源
車
（

可
搬

式
代

替
低

圧
注

水
ポ

ン

プ
用

）
※
６
お

よ
び

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

※
７
の

移
動

 

３
号

炉
お

よ

び
４

号
炉

 
緊

急
安

全
対

策
要

員
 

4
 

(
３

号
炉

お
よ

び
 

４
号

炉
合

計
)
 

50
分

 

ｇ
(
a
)
 

ｉ
(
a
)
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
の

準
備

作
業

※
９
 

電
源

車
の

準
備

作
業

※
９
 

（
給

電
用

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

・
接

続
）

 
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
4
 

80
分

 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
の

準
備

作
業

 

（
ホ

ー
ス

接
続

・
系

統
構

成
）

 
緊

急
安

全
対

策
要

員
 

4
 

97
分

 

ｇ
(
a
)
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
の

準
備

作
業

※
１

０
 

（
給

電
用

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

・
接

続
）

 
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
2
 

8
0分

※
１
１
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
の

準
備

作
業

 

（
ホ

ー
ス

接
続

・
系

統
構

成
）

 
緊

急
安

全
対

策
要

員
 

5
 

60
分

 

h
(a

)
 

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

確
保

（
仮

設
フ

ィ
ル

タ
取

付
）

 

１
号

炉
、

２

号
炉

、
３

号

炉
お

よ
び

４

号
炉

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

2
 

(
１

号
炉

、
２

号

炉
、

３
号

炉
お

よ

び
４

号
炉

合
計

)
 

50
分

 

i
(b

)
 

電
源

車
※
２
か

ら
の

給
電

開
始

 

(不
要

負
荷

切
り

離
し

・
受

電
操

作
)
 

１
号

炉
お

よ

び
２

号
炉

 

運
転

員
等

 

（
中

央
制

御
室

、
現

場
）

 
3
 

60
分

 

電
源

車
※
４
か

ら
の

給
電

開
始

※
１
０
 

(給
電

用
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
･
接

続
)
 

３
号

炉
お

よ

び
４

号
炉

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

2
 

(
３

号
炉

お
よ

び
 

４
号

炉
合

計
)
 

70
分

 

電
源

車
※
４
か

ら
の

給
電

開
始

 

(不
要

負
荷

切
り

離
し

・
受

電
操

作
)
 

運
転

員
等

 

（
中

央
制

御
室

、
現

場
）

 
3
 

90
分

 

ｋ
(
a
)
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

か
ら

復
水

タ
ン

ク
へ

の
補

給
 

１
号

炉
お

よ

び
２

号
炉

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

2
 

(
１

号
炉

お
よ

び
 

２
号

炉
合

計
)
 

40
分

 

運
転

員
等

 

（
中

央
制

御
室

、
現

場
）

 

3
 

(
１

号
炉

お
よ

び
 

２
号

炉
合

計
)
 

３
号

炉
お

よ

び
４

号
炉

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

2
 

(
３

号
炉

お
よ

び
 

４
号

炉
合

計
)
 

40
分

 

運
転

員
等

 

（
中

央
制

御
室

、
現

場
）

 

3
 

(
３

号
炉

お
よ

び
 

４
号

炉
合

計
)
 

※
２

：
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉
 
蒸

気
発

生
器

補
給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
お

よ
び

通
信

連
絡

設
備

へ
の

給
電

用
 

※
３

：
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉
 
蒸

気
発

生
器

補
給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
へ

の
給

電
用
 

※
４

：
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉
 
通

信
連

絡
設

備
（
緊

急
時

対
策

所
を

含
む

）
へ

の
給

電
用
 

※
５

：
電

源
車

※
２
へ

の
燃

料
補

給
用
 

※
６

：
電

源
車

※
３
へ

の
燃

料
補

給
用
 

※
７

：
電

源
車

※
４
へ

の
燃

料
補

給
用
 

※
８

：
１

班
２

名
で

２
班

が
交

代
し

て
実

施
す

る
。
 

※
９
：
可
搬

式
排

気
フ

ァ
ン

お
よ

び
仮

設
ダ

ク
ト

等
設

置
作
業

は
、
1箇

所
あ

た
り
上

表
と

は
別

に
緊

急
安

全
対

策
要

員
4
名
が

6
0分

以
内

で
実

施

す
る

。
 

※
1
0：

可
搬

式
排

気
フ

ァ
ン

お
よ

び
仮

設
ダ

ク
ト

等
設

置
作
業

は
、
1箇

所
あ

た
り
上

表
と

は
別

に
緊

急
安

全
対

策
要

員
6
名
が

4
0分

以
内

で
実

施

す
る

。
 

※
11
：

屋
外

作
業

は
5
0分

以
内

で
実

施
す
る

。
 

                      大
山

生
竹

テ
フ

ラ
の

噴
出

規
模
見
直
し
に
伴
う
変
更
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高
浜
発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規

定
変
更
前
後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

 

変
更

前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 ｌ
．

降
灰
お

よ
び

地
滑
り
時

の
原

子
炉
施
設

へ
の

影
響
確

認
 

各
課
（
室
）
長
は

、
降
灰
お
よ
び

地
滑
り

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
原
子
炉
施
設
へ
の
影
響
を

確
認

す
る
た
め
、
降

下
火
砕
物

よ
り

防
護

す
べ
き

施
設
に
つ

い
て
点
検
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の

結
果

を
所
長

お
よ

び
原
子
炉
主

任
技
術
者

に
報

告
す
る
。
 

ｍ
．

施
設
管

理
、

点
検
 

各
課
（
室
）

長
は
、
火
山
事
象

よ
り
防
護

す
べ

き
施
設
の
要

求
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
降
灰

後
に
お

け
る

降
下
火

砕
物
に
よ

る
静

的
荷
重
、
腐

食
、
磨
耗
等

の
影
響
に
つ
い
て
、
施
設
管

理
計

画
に
基

づ
き

適
切
に

施
設
管
理

、
点

検
を

実
施
す

る
と
と
も
に

、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う

。
 

 

３
．
５
 定

期
的
な
評

価
 

(1
) 
各
課
（

室
）
長

は
、
３
．
１

項
か
ら

３
．
４

項
の
活
動

の
実

施
結
果
に
つ
い
て
、
１
年
に
１
回
以
上

定
期

的
に
評

価
を

行
う
と
と

も
に
、
評

価
結

果
に

基
づ
き
、
よ
り
適
切
な
活
動
と
な
る
よ
う
に
必
要

に
応

じ
て
、

計
画

の
見
直
し

を
行

い
、
安

全
・

防
災
室
長

に
報

告
す
る
。
 

(2
) 
安
全
・
防
災
室

長
は
、
各
課
（
室
）
長

か
ら

の
報
告

を
受

け
、
必
要
に
応
じ
て
、
計
画
の
見
直
し
を

行
う
。
 

 ３
．
６
 原

子
炉
施
設

の
災

害
を

未
然
に

防
止
す

る
た
め
の

措
置
 

各
課

（
室

）
長

は
、

火
山
影
響

等
、

降
雪
お

よ
び

地
滑
り
発

生
時
の

影
響
に
よ
り
、
原
子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影
響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と
判

断
し

た
場

合
は
、
所
長

、
原
子
炉
主

任
技
術

者
お

よ
び

関
係

課
（
室
）

長
に

連
絡

す
る

と
と

も
に
、

必
要

に
応

じ
て
原
子
炉

停
止
等
の
措

置
に
つ

い
て

協
議

す
る
。
 

(1
) 
火
山
影

響
等

発
生
時
に

お
け

る
原
子
炉

停
止

の
判
断

基
準
 

ａ
．

高
浜
町

に
降

灰
予
報
「
多

量
」
が
発

表
さ

れ
た
場
合
 

ｂ
．

高
浜

町
に

降
灰

予
報

「
多

量
」

が
発

表
さ

れ
て

い
な

い
場

合
に
お
い
て
、
火
山

影
響
等
発
生
時

の
対

応
に
着

手
し
、
か

つ
、
第

７
３

条
に

定
め
る

外
部
電
源

に
お
い
て
、
全
５
回
線
中
、
３
回
線

以
上

が
動
作

不
能
に

な
り
、
動

作
可

能
な

外
部
電

源
が
２
回

線
以
下
と
な
っ
た
場
合
（
送
電

線
の

点
検

時
を
含

む
。
）
ま

た
は

す
べ

て
の
外

部
電

源
が
他
の

回
線
に
対
し
独
立
性
を
有
し
て
い
な
い

場
合
 

 ３
．
７
 そ

の
他
関
連

す
る

活
動
 

(1
) 
原
子
力

安
全
・
技
術

部
門

統
括
（

原
子
力

安
全
・
技
術
）
は
、
以

下
の
活
動
を
実
施
す
る
こ
と

を
社

内
標

準
に
定

め
る
。
 

ａ
．

新
た
な

知
見

の
収
集
、
反

映
 

原
子

力
安

全
・

技
術

部
門

統
括

（
原

子
力

安
全

・
技
術

）
は
、
定
期
的
に
新
た

な
知
見
の
確
認

を
行

い
、
新

た
な
知

見
が
得
ら

れ
た

場
合

の
火
山

事
象
の
評

価
を
行
い
、
必
要
な
事
項
を
適
切
に

反
映

す
る
。

 

 

（
以

下
略
）
 

 ｌ
．
降
灰
お
よ
び
地
滑
り
時
の
原
子
炉
施
設
へ
の
影
響
確
認
 

各
課
（
室
）
長
は
、
降
灰
お
よ
び
地

滑
り
が
確
認

さ
れ
た
場
合

は
、
原
子
炉
施
設
へ
の
影
響
を

確
認

す
る
た
め
、
降
下
火
砕
物
よ
り
防
護
す
べ
き
施
設
に
つ
い
て
点
検
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の

結
果

を
所
長
お
よ
び

原
子
炉
主
任

技
術
者
に
報
告
す
る
。
 

ｍ
．

施
設
管
理
、
点

検
 

各
課
（
室
）
長
は
、
火
山
事
象
よ
り

防
護
す
べ
き

施
設
の
要
求

機
能
を
維
持
す

る
た
め
、
降
灰

後
に
お
け
る
降
下
火
砕

物
に
よ
る
静
的
荷
重
、
腐
食
、
磨
耗
等
の

影
響
に
つ
い

て
、
施
設
管

理
計

画
に
基
づ
き
適
切
に
施

設
管
理
、
点
検
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ

補
修
を
行
う

。
 

 

３
．
５
 定

期
的
な
評
価
 

(1
) 
各
課
（

室
）
長
は
、
３
．
１
項
か
ら
３
．
４
項
の
活
動
の
実
施
結

果
に
つ
い
て
、
１
年
に
１
回
以
上

定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評

価
結
果
に
基
づ
き
、
よ
り
適
切
な
活
動
と
な
る
よ
う
に
必
要

に
応
じ
て
、
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。
 

(2
) 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
各
課
（
室
）
長
か
ら
の
報
告
を
受
け
、
必

要
に
応
じ
て
、
計
画
の
見
直
し
を

行
う
。
 

 ３
．
６
 原

子
炉
施
設
の
災
害
を
未
然
に
防

止
す
る
た
め
の
措
置
 

各
課
（
室
）
長
は
、
火

山
影
響
等
、

降
雪
お
よ

び
地
滑
り
発
生
時
の
影

響
に
よ
り
、
原
子
炉
施

設

の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ

る
と
判
断
し

た
場
合
は
、
所
長
、
原
子
炉
主
任
技

術

者
お
よ
び
関
係
課
（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と

も
に
、
必
要

に
応
じ
て
原
子
炉
停
止
等
の
措
置
に

つ

い
て
協
議
す
る
。
 

(1
) 
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子

炉
停
止
の
判
断
基
準
 

ａ
．

高
浜
町
に
降
灰

予
報
「
多
量

」
が
発
表
さ
れ
た
場
合
 

ｂ
．

高
浜
町
に
降
灰
予
報
「
多
量
」
が
発
表
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
火
山
影
響
等
発
生
時

の
対
応
に
着
手

し
、
か
つ
、
第
７
３
条
に
定
め
る
外
部
電
源
に
お
い
て
、
全
５
回
線
中
、
３
回
線

以
上
が
動
作
不

能
に
な
り
、
動
作
可
能
な
外
部
電
源
が
２
回
線
以
下
と
な
っ
た
場
合
（
送
電

線
の

点
検
時
を
含
む

。
）
ま
た
は
す
べ
て
の
外
部
電
源
が
他
の
回
線
に
対
し
独
立
性
を
有
し
て
い
な
い

場
合
 

 ３
．
７
 そ

の
他
関
連
す
る
活
動
 

(1
) 
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安

全
・
技
術
）
は
、
以
下
の
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
を

社

内
標
準
に
定
め
る
。
 

ａ
．

新
た
な
知
見
の

収
集
、
反
映
 

原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（

原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
定
期
的
に
新
た
な

知
見
の
確
認

を
行
い
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
た

場
合
の
火
山
事
象
の
評
価
を
行
い
、
必
要
な
事
項
を
適
切
に

反
映
す
る
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 変
更
な
し
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添付資料 

 

１．大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴う変更について 

 

14



添付資料１ 

 

 

大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴う変更について 

 

大山生竹テフラの噴出規模の見直しに伴い、火山影響等発生時の対応に係る記載

を変更する。 

 

（変更） 

・添付２ 火災、内部溢水、火山影響等、自然災害および有毒ガス発生時の対応に係

る実施基準（第１８条、第１８条の２、第１８条の２の２、第１８条の３および第

１８条の３の２関連） 
 

以 上 
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